
 
 

        埼玉県災害援護資金貸付金貸付要綱  
 
 （趣旨）  
第１条 県は、災害により被災した世帯の世帯主に対して、市町村が災  

  害援護資金を貸し付けた場合には、その財源として当該市町村に

  埼玉県災害援護資金貸付金（以下「貸付金」という。）を貸し付

  ける。  
２ 前項の貸付金の貸付けに関しては、災害弔慰金の支給等に関する法  

律（昭和４８年法律第８２号。以下「法」という。）に定めるものの

ほか、この要綱の定めるところによる。  
 
 （定義）  
第２条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると  

  ころによる。  
 (1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他の異常な自然現 

  象により被害が生ずることをいう。  
 (2) 災害援護資金 災害を受けた市町村(以下｢市町村｣という。)が、

  その区域内に住所を有する世帯の世帯主に対して、生活の立て直し

  に資するために貸し付ける資金をいう。  
 
 （貸付対象事業）  
第３条 貸付けの対象となる事業は、法第１０条第１項の規定により、  

  市町村が実施する災害援護資金貸付事業とする。  
 
 （貸付金の算定方法）  
第４条 貸付金の貸付額は、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令  

  （昭和４８年政令第３７４号。以下「令」という。）第３条に規

  定する災害で被害を受けた令第４条に規定する所得の算定方法に

  基づき算定した年間所得が、同一の世帯に属する者（以下「世帯

  員」という。）が１人であるときは２２０万円、２人であるとき

  は４３０万円、３人であるときは６２０万円、４人であるときは

  ７３０万円、５人以上であるときは７３０万円にその世帯員の人

  数から４人を除いた者１人につき３０万円を加算した額（その世

  帯の住居が滅失した場合にあっては、世帯員の人数にかかわらず

  １，２７０万円）に満たない世帯の世帯主（以下｢被災者」とい 

  う。）に対し、次の表の被害の種類及び程度に応じて定める１世

  帯当たりの限度額（以下「限度額」という。）を基礎として算出

  するものとする。  



 
 

 

   被 害 の 種 類 及 び 程 度  限 度 額 

 
 
（ １ ） 世 帯 主 に １ カ 月 以 上 の 負 傷 の あ る  
  場 合  
  ア  家 財 等 の 損 害 が な い 場 合  
  イ  家 財 の ３ 分 の １ 以 上 の 損 害 が あ  
   る 場 合  
  ウ  住 居 が 半 壊 し た 場 合  
  エ  住 居 が 全 壊 し た 場 合  
 
（ ２ ） 世 帯 主 に １ カ 月 以 上 の 負 傷 の な  
  い 場 合  
  ア  家 財 の ３ 分 の １ 以 上 の 損 害 が あ  
   る 場 合  
  イ  住 居 が 半 壊 し た 場 合  
  ウ  住 居 が 全 壊 し た 場 合 (エ の 場 合  
   を 除 く 。 )  
  エ  住 居 の 全 体 が 滅 失 (全 壊 、 全 焼 、  
   流 失 を 含 む 。 )し た 場 合  
 
（ ３ ） （ １ ） の ウ 又 は （ ２ ） の イ 若 し く  
    は ウ に お い て 、 被 災 し た 住 居 を 建  
     て 直 す に 際 し そ の 住 居 の 残 存 部 分  
     を 取 り 壊 さ ざ る を 得 な い 等 特 別 の  
     事 情 が あ る 場 合  

 
 
 
 

１ ５ ０ 万 円  
２ ５ ０ 万 円  

 
２ ７ ０ 万 円  
３ ５ ０ 万 円  

 
 
 

１ ５ ０ 万 円  
 

１ ７ ０ 万 円  
２ ５ ０ 万 円  

 
３ ５ ０ 万 円  

 
 

 ３ ５ ０ 万 円 の   
 範 囲 内 で 半 壊 に  
 つ い て は 全 壊 な  
 み 、 全 壊 に つ い  
 て は 滅 失 な み の 額  



 
 

 （ 貸 付 額 ）  
第 ５ 条  貸 付 金 の 貸 付 額 は 、 第 １ 号 に 定 め る 額 と 第 ２ 号 に 定 め る

   額 と を 比 較 し て 、 い ず れ か 少 な い 方 の 額 と す る 。  
 (1) 前 条 の 表 に 定 め る 限 度 額 を も っ て 算 出 し た 額 の 合 計 額  
 (2) 市 町 村 が 被 災 者 に 対 し て 貸 し 付 け た 災 害 援 護 資 金 貸 付 額  
 
 （ 貸 付 利 率 ）  
第 ６ 条  貸 付 利 率 は 、 延 滞 の 場 合 を 除 き 無 利 子 と す る 。  
 
 （ 償 還 期 間 ）  
第 ７ 条  貸 付 金 の 償 還 期 間 は 、 貸 付 金 を 受 け 入 れ た 日 の 翌 日 か ら

   起 算 し て １ １ 年 間 と す る 。  
 
 （ 償 還 方 法 ）  
第 ８ 条  貸 付 金 の 償 還 方 法 は 、 毎 年 度 ４ 月 １ 日 か ら ９ 月 ３ ０ 日 ま

   で の 間 に 被 災 者 か ら 償 還 を 受 け た 金 額 に つ い て は 当 該 年 度

   の ３ 月 ３ １ 日 ま で に 、 毎 年 度 １ ０ 月 １ 日 か ら ３ 月 ３ １ 日 ま

   で の 間 に 償 還 を 受 け た 金 額 に つ い て は 翌 年 度 の ９ 月 ３ ０ 日

   ま で に 、 そ れ ぞ れ の 期 間 ご と に と り ま と め て 行 う も の と す

   る 。  
 
 （ 償 還 免 除 ）  
第 ９ 条  県 は 、 市 町 村 が 被 災 者 に 対 し 、 災 害 援 護 資 金 の 償 還 を 免

   除 し た と き は 、 そ の 免 除 し た 金 額 に 相 当 す る 額 の 貸 付 金 の

   償 還 を 免 除 す る も の と す る 。  
 
 （ 一 時 償 還 ）  
第 １ ０ 条  県 は 、 市 町 村 が こ の 貸 付 条 件 に 違 反 し た 場 合 に は 、 貸

    付 金 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 、 一 時 償 還 を 命 ず る こ と が

    で き る も の と す る 。  
２  前 項 の 規 定 に よ り 一 時 償 還 を 命 ぜ ら れ た と き は 、 当 該 貸 付 金

 の 貸 付 け の 日 か ら 履 行 す る 日 ま で の 期 間 に 応 じ 、 一 時 償 還 を 命

 ぜ ら れ た 額 に 対 し て 年 ５ パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金 額 を 、  

 県 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 
 （ 違 約 金 ）  
第 １ １ 条  市 町 村 は 、 履 行 期 限 ま で に 債 務 を 履 行 し な い と き は 、

    延 滞 金 と し て 履 行 期 限 の 翌 日 か ら 履 行 す る 日 ま で の 日 数

    に 応 じ 償 還 未 済 金 に 年 ５ パ ー セ ン ト の 割 合 を 乗 じ て 得 た  



 
 

    金 額 を 県 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 
 （ 状 況 報 告 ）  
第 １ ２ 条  県 は 、 必 要 が あ る と き は 、 市 町 村 に 対 し 貸 付 事 務 又 は

    貸 付 金 の 状 況 に 関 し 質 問 し 、 帳 簿 書 類 を 調 査 し 、 又 は 参

    考 と な る べ き 報 告 若 し く は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で

    き る も の と す る 。  
 ２  市 町 村 は 、 災 害 援 護 資 金 貸 付 事 業 の 遂 行 が 困 難 と な っ た 場

  合 は 速 や か に 県 に 報 告 し て 、 そ の 指 示 に 従 う も の と す る 。  
 ３  市 町 村 は 、 貸 付 金 の 全 部 又 は 一 部 を 償 還 期 限 到 来 前 に 繰 上

  げ 償 還 を し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 県 の 承 諾 を 得 る も

  の と す る 。  
 
（ 借 受 申 請 書 の 様 式 等 ）  
第 １ ３ 条  貸 付 金 の 借 受 申 請 書 の 様 式 は 、 様 式 第 １ 号 の と お り と

    す る 。  
 ２  前 項 の 借 受 申 請 書 の 提 出 期 限 は 、 当 該 年 度 の １ １ 月 １ ５ 日

  ま で と し 、 そ の 提 出 部 数 は ３ 部 と す る 。 た だ し 、 １ １ 月 １ ５

  日 以 降 に 生 じ た 災 害 に つ い て は 、 そ の 必 要 が 生 じ た 都 度 申 請

  を 行 う も の と す る 。  
 ３  貸 付 決 定 後 の 事 情 の 変 更 に よ り 、 申 請 の 内 容 を 変 更 し て 追

  加 申 請 を 行 う 場 合 に は 、 毎 年 度 １ 月 ２ ０ 日 ま で に 行 う も の と

  す る 。  
 
 （ 借 受 申 請 書 の 添 付 書 類 ）  
第 １ ４ 条  前 条 の 借 受 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け

    れ ば な ら な い 。  
 ( 1 )  貸 付 対 象 経 費 に 関 す る 当 該 年 度 の 市 町 村 歳 入 歳 出 予 算 事 項

  別 明 細 書 抄 本 又 は 補 正 予 算 （ 案 ） 事 項 別 明 細 書 抄 本  
 (2) 被 災 者 に 対 す る 貸 付 決 定 通 知 の 写 し  
 (3) 被 害 状 況 調  
 
 （ 貸 付 決 定 通 知 書 の 様 式 ）  
第 １ ５ 条  貸 付 金 の 貸 付 決 定 通 知 書 の 様 式 は 、 様 式 第 ２ 号 の と お

    り と す る 。  
 
 （ 実 績 報 告 書 ）  
第 １ ６ 条  市 町 村 は 、 を 事 業 の 実 績 を 書 面 （ 以 下 「 実 績 報 告 書 」

    と い う 。 ） で 県 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  



 
 

 （ 償 還 状 況 報 告 書 の 様 式 及 び 提 出 期 限 ）  
第 １ ７ 条  実 績 報 告 書 の 様 式 は 、 様 式 第 ３ 号 の と お り と す る 。  
 ２  前 項 の 実 績 報 告 書 の 提 出 期 限 は 、 貸 付 事 業 完 了 後 ２ 月 以 内

  と す る 。  
 
 （ 実 績 報 告 書 の 添 付 書 類 ）  
第 １ ８ 条  前 条 の 実 績 報 告 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け

    れ ば な ら な い 。  
   
    貸 付 対 象 経 費 に 関 す る 当 該 年 度 の 市 町 村 歳 入 歳 出 決 算 書

   事 項 別 明 細 書 抄 本 又 は そ の 見 込 書 抄 本  
 
 （ 償 還 状 況 報 告 書 ）  
第 １ ９ 条  市 町 村 は 、 貸 付 金 の 償 還 状 況 を 書 面 （ 以 下 「 償 還 状 況

    報 告 書 」 と い う 。 ） で 県 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  
 
 （ 償 還 状 況 報 告 書 の 様 式 及 び 提 出 期 限 ）  
第 ２ ０ 条  償 還 状 況 報 告 書 の 様 式 は 、様 式 第 ４ 号 の と お り と す る 。 
 ２  前 項 の 償 還 状 況 報 告 書 は 、 貸 付 け が 行 わ れ た 年 度 の 翌 年 度

  以 後 償 還 が 完 了 す る ま で の 間 毎 年 度 提 出 す る も の と し 、 提 出

  期 限 は 、 ５ 月 末 日 と す る 。  
 
 （ 書 類 の 整 備 等 ）  
第 ２ １ 条  貸 付 金 を 借 り 受 け た 市 町 村 は 、 当 該 貸 付 金 の 借 受 け に

    係 る 収 入 及 び 支 出 等 を 明 ら か に し た 帳 簿 を 備 え 、 か つ 、

    当 該 収 入 及 び 支 出 に つ い て の 証 拠 書 類 を 整 備 し て お か な

    け れ ば な ら な い 。  
 ２  前 項 に 規 定 す る 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 は 、 当 該 貸 付 事 業 の 完 了

  の 日 の 属 す る 会 計 年 度 の 翌 会 計 年 度 か ら ５ 年 間 保 管 し な け れ

  ば な ら な い 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ４ ９ 年 ９ 月 ２ １ 日 決 裁 ）  
   こ の 要 綱 は 、 昭 和 ４ ９ 年 ９ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 し 、 昭 和 ４ ９

  年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ５ ０ 年 ５ 月 ２ １ 日 決 裁 ）  
   こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ０ 年 ５ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 し 、 昭 和 ５ ０

  年 １ 月 ２ ３ 日 か ら 適 用 す る 。  
 



 
 

   附  則 （ 昭 和 ５ ０ 年 ８ 月 １ ４ 日 決 裁 ）  
   こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ０ 年 ８ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 し 、 昭 和 ５ ０

  年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。   
 
   附  則 （ 昭 和 ５ １ 年 ８ 月 ５ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ １ 年 ８ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 昭 和

    ５ １ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ５ １ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ １ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 昭 和

    ５ １ 年 ９ 月 ７ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ５ ３ 年 ４ 月 １ ７ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ３ 年 ４ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 昭 和

    ５ ３ 年 １ 月 １ ４ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ５ ３ 年 ７ 月 １ １ 日 決 裁 ）  
   こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ３ 年 ７ 月 １ １ 日 か ら 施 行 し 、 昭 和 ５ ３

  年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ５ ５ 年 ６ 月 ９ 日 決 裁 ）  
   こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ５ 年 ６ 月 ９ 日 か ら 施 行 し 、 昭 和 ５ ５ 年

  ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ５ ６ 年 ６ 月 ９ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ６ 年 ６ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 昭 和

    ５ ５ 年 １ ２ 月 １ ４ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ５ ６ 年 ６ 月 ２ ５ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ６ 年 ６ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 昭 和

    ５ ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ５ ７ 年 ６ 月 ２ ８ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ７ 年 ６ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  



 
 

   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 昭 和

    ５ ７ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ５ ８ 年 ８ 月 ８ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ８ 年 ８ 月 ８ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 昭 和

    ５ ８ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ５ ９ 年 ６ 月 １ ５ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ５ ９ 年 ６ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 昭 和

    ５ ９ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ６ ０ 年 ９ 月 １ ０ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ６ ０ 年 ９ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 昭 和

    ６ ０ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ６ １ 年 ７ 月 ３ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ６ １ 年 ７ 月 ３ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 昭 和

    ６ １ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ６ ２ 年 １ 月 ２ ３ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ６ ２ 年 １ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 昭 和

    ６ １ 年 ７ 月 １ ０ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ６ ２ 年 ６ 月 １ ７ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ６ ２ 年 ６ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 昭 和

    ６ ２ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 昭 和 ６ ３ 年 ８ 月 １ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ６ ３ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 昭 和

    ６ ３ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 平 成 元 年 ６ 月 １ ９ 日 決 裁 ）  



 
 

   １  こ の 要 綱 は 、 平 成 元 年 ６ 月 １ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 平 成

    元 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 平 成 ２ 年 ６ 月 ２ ５ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ 年 ６ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 平 成

    ２ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 平 成 ３ 年 ６ 月 １ ９ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ 年 ６ 月 １ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 平 成

    ３ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 平 成 ３ 年 １ ０ 月 １ １ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ 年 １ ０ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 平 成

    ３ 年 ５ 月 ２ ６ 日 以 後 に 生 じ た 災 害 に 関 し て 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 平 成 ４ 年 ６ 月 １ ２ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 平 成 ４ 年 ６ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 平 成

    ４ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 平 成 ５ 年 ６ 月 ２ ４ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 平 成 ５ 年 ６ 月 ２ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 平 成

    ５ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 平 成 ６ 年 ６ 月 １ ０ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 平 成 ６ 年 ６ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 平 成

    ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 平 成 ７ 年 ６ 月 ７ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 平 成 ７ 年 ６ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 平 成

    ７ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 



 
 

   附  則 （ 平 成 ８ 年 ７ 月 ８ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 平 成 ８ 年 ７ 月 ８ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 平 成

    ８ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 平 成 ９ 年 ７ 月 １ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 平 成 ９ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 平 成

    ９ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
 
   附  則 （ 平 成 １ ０ 年 ６ 月 ２ ３ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ０ 年 ６ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  
   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 平 成

    １ ０ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 

   附  則 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 １ ９ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ３ 月 １ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 平 成

    ３ １ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 生 じ た 災 害 に 関 し て 適 用 す る 。  
 

   附  則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 決 裁 ）  
   １  こ の 要 綱 は 、 令 年 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   ２  改 正 後 の 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 要 綱 は 、 令 和

    ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 



 
 

様 式 第 １ 号 （ 第 １ ３ 条 関 係 ）  
 
 

令和 年度埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 借 受 申 請 書  
 
 
                  番          号  
                  令 和   年   月   日  
 
 埼 玉 県 知 事  ◯ ◯ ◯ ◯  様  
 
 
                  市 町 村 長  ◯ ◯ ◯ ◯    
 
 
 下 記 に よ り 、 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 を 借 り 受 け た い の で 、

関 係 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す 。  
 
               記  
 
１  貸 付 申 請 額            金      円  
２  災 害 援 護 資 金 貸 付 金 所 要 額 調 書   別 紙 １ の と お り  
３  災 害 援 護 資 金 貸 付 金 内 訳 書     別 紙 ２ の と お り  
４  添 付 書 類  
 ( 1 )  令和  年 度 市 町 村 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 抄 本 又 は 補

  正 予 算 （ 案 ） 事 項 別 明 細 書 抄 本 。 た だ し 、 当 該 抄 本 は 、 市 町

  村 長 又 は そ の 代 理 者 が 原 本 と 相 違 な い こ と を 証 明 し た も の と

  す る 。  
 (2) 被 災 者 に 対 す る 貸 付 決 定 通 知 の 写 し  
 (3) 被 害 状 況 調   別 紙 ３ の と お り  



 
 

様 式 第 ２ 号 （ 第 １ ５ 条 関 係 ）  
 
 

令和 年度埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 貸 付 決 定 通 知 書  

 
 
                  番          号  
                  令 和   年   月   日  
 
 市 町 村 長  ◯ ◯ ◯ ◯  様  
 
 
                  埼 玉 県 知 事  ◯ ◯ ◯ ◯  

                       （ 公 印 省 略 ）  
  
 
 令 和   年   月   日 付 け 第    号 で 申 請 の あ っ た 埼 玉 県

災 害 援 護 資 金 貸 付 金 に つ い て は 、 下 記 の と お り 貸 し 付 け る 。  
 
               記  
 
１  貸 付 金 額   金         円  
２  支 払 方 法   概 算 払  
３  支 払 の 条 件  
 ( 1 )  災 害 援 護 資 金 貸 付 事 業 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 す る 場 合 は 、 県

  の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
 ( 2 )  当 該 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 し な い 場 合 に は 、 速 や か に

  県 に 報 告 し て 、 そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
 ( 3 )  市 町 村 は 、 貸 付 金 の 全 部 又 は 一 部 を 償 還 期 限 到 来 前 に 繰 上

  げ 償 還 を し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 県 の 承 諾 を 得 る も

  の と す る 。  



 
 

様 式 第 ３ 号 （ 第 １ ７ 条 関 係 ）  

 
 
      埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 事 業 実 績 報 告 書  
 
 
                  番          号  
                  令 和   年   月   日  
 
 埼 玉 県 知 事  ◯ ◯ ◯ ◯  様  
 
 
                  市 町 村 長  ◯ ◯ ◯ ◯  
 
 
 令 和   年   月   日 付 け 第    号 で 貸 付 金 の 貸 付 決 定 の

通 知 を 受 け た 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 事 業 が 完 了 し た の で 、 関 係

書 類 を 添 え て 、 下 記 の と お り 報 告 し ま す 。  
 
               記  
 
１  補 助 事 業 の 名 称     埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 事 業  
２  貸 付 金 の 貸 付 決 定 額               円  
３  貸 付 事 業 の 実 施 期 間   令 和   年   月   日 か ら  
             令 和   年   月   日 ま で  日 間  
４  貸 付 事 業 の 成 果     別 紙 の と お り  
５  添 付 書 類  
 ( 1 )令 和   年 度 市 町 村 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 抄 本 又 は そ

  の 見 込 書 抄 本  
 
 



 
 

様 式 第 ４ 号 （ 第 ２ ０ 条 関 係 ）  
 
 
      埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 償 還 状 況 報 告 書  
 
 
                  番          号  
                  令 和   年   月   日  
 
 埼 玉 県 知 事  ◯ ◯ ◯ ◯  様  
 
 
                  市 町 村 長  ◯ ◯ ◯ ◯  
 
 
 埼 玉 県 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 償 還 状 況 に つ い て 別 紙 の と お り 報 告

し ま す 。  
 
 


